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第 1 部 中国の税制・外貨管理・通関上の原則 

Ⅰ．中国の税制の基礎（企業所得税・流通税・その他） 

 

1．中国には、どの様な税金がありますか？                      

 

中国の主要な税金（外資企業・外国人に関連する税金）は、以下の通り。 

 

1．所得に対する税金 

① 企業所得税 

2008年に内外資の税制が統合された。所得に対して 25％の定率。 

 

② 個人所得税 

3～45％の超過累進課税。 

中国公民・外国人同様の税制であるが、月次基礎控除額は、中国公民 3,500 元に対して、外国

人は 4,800元となっている。 

 

2．流通税 

主要な流通税は、増値税と営業税であるが、2012年 1月より、地区を限定した税制統合の試行

措置（役務に対しても増値税課税に変更）が開始された。2013年 8月 1日からは、全国的に役

務増値税が適用となった。 

但し、現時点では、増値税の課税対象に変更された役務は、リース、物流、郵便、現代サービ

ス、放送・映像、電信に限定されており、その他の役務項目に対しては、営業税が課税されて

いる。 

 

① 増値税 

物品売買、加工補修役務を課税対象とする、標準税率 17％の税金。 

但し、2012年より営改増（営業税課税項目の段階的な増値税転換試行措置）が開始され、リー

ス（17％）、物流、郵便、基礎電信（11％）、現代サービス、付加価値電信、放送・映像（6％）

に付いては、増値税の課税対象となった。 

尚、上記の税率は一般納税義務者の税率であり、小規模納税義務者に対しては、3％の税率が適

用される。 

 



    | 5 

本レポート内の文章や画像、素材イメージ等の無断転載、無断複製を禁止します。 | No.4-000 

 

② 営業税 

物流、サービス、金融、無形資産売買、リース等を課税対象とする、標準税率 5％の税金。 

 

③ 消費税 

特定物品に対して課税される奢侈税（物品税）。 

 

3．流通税に対する課税 

営業税・増値税に対して、一定税率で課税される税金として、城市建設税、教育費賦課、地方

教育費賦課、河道管理費が挙げられる。 

以前は、内資企業にのみ課税されていたが、2010 年 12 月 1 日より、外資企業に対しても課税

される様になった。 

 

4．関税 

輸入通関時に、CIF 価格を関税評価額と、商品毎に異なる税率をかけて税関が徴税する税金。

但し、特定品目に付いては、輸出関税制度もある。 

 

5．不動産に対する課税 

不動産に関連する主な税金は、以下の通りである。 

房産税（不動産の保有・賃貸に対して毎年課税）、契税（不動産の名義変更時に課税）、土地増

値税（不動産の売却益に対して課税）、土地使用税（土地使用権の保有に対して毎年課税）。 

 

6．その他 

印紙税、資源税、車両取得税、その他 

 

 

 


